
災害の発生予防・拡大防止を目的として、地方公共団体が策定する「緊急自然災害防止対策事業計画」に基づき地

方単独で実施する防災インフラの整備事業

※「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」に基づく国直轄・補助事業と直接関連しないものも対象

【対象施設】治山、砂防、地すべり、河川（護岸、堤防、排水機場等）、林地崩壊、急傾斜地崩壊、農業水利施設（ため池、揚水・

排水機場、水路等）、海岸保全、湛水防除、特殊土壌、地盤沈下対策、港湾・漁港防災、農道・林道防災、都市公園防災

緊急自然災害防止対策事業

対象事業

○ 「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」（平成30年12月14日閣議決定）と連携しつつ、地方単独事業

として実施する防災インフラの整備を推進するため、新たに「緊急自然災害防止対策事業債」を創設

（事業期間は、令和元・２年度の２か年）

充当率・元利償還金に対する交付税措置

緊急自然災害防止対策事業債（充当率100％）

元利償還金の70％を地方交付税措置 一般財源

【事業イメージ】

小規模河川の護岸改修 山腹斜面の法面対策 ため池の堤体補強工事
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